
平成 29年 11月 21日 

小型家電リサイクルの実施状況に関する実態調査 

＜結果に基づく勧告＞ 

総務省では、小型家電リサイクルの一層の促進を図る観点か

ら、市町村における小型家電リサイクルの取組状況等を調査し、

その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告することと

しましたので、公表します。 

【本件連絡先】 

総務省行政評価局 

評価監視官（農林水産、防衛担当）室 

  担 当：小森、高石、増田 

  電話（直通）：０３－５２５３－５４３９ 

  Ｆ Ａ Ｘ：０３－５２５３－５４４３ 

  Ｅ－ｍａｉｌ：https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 

※ 結果報告書等は、総務省ホームページに掲載しています。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/ketsuka_nendo/h29.html



 



小型家電リサイクルの実施状況に関する実態調査の結果に基づく勧告(概要) 勧告日：平成29年11月21日(火)
勧告先：環境省、経済産業省

○ 従前、使用済みとなった携帯電話端末等の小型家電は一般廃棄物として処分され、有用金属の相当部分が回収されていなかった

ところ、その再資源化を促進するため、平成25年4月に小型家電リサイクル法が施行

○ 市町村が主体となって、自発的に回収方法等を工夫してそれぞれの実情に合わせた形で実施する促進型の制度（努力義務）

○ 平成28年4月現在、小型家電リサイクル実施市町村の割合は70.3%

○ 平成23年の1年間に使用済みとなった小型家電の重量約65万トンのうち、約2割に当たる14万トン(人口一人当たり約1kg)を27

年度の回収目標としたが、実績は1割程度の約7万トン（人口一人当たり約0.5kg）

⇒ 小型家電リサイクルの一層の促進を図る観点から、22都道府県、144市町村の取組状況等を調査

背景等

主な調査結果、勧告の概要

① 一人当たり回収量が少ない市町村では、

費用負担増等が見込まれるとして、回収量

が多いピックアップ回収等の実施が低調

② 使用済小型家電の取引において損失が生

じている例があり、採算性の確保が重要

リサイクル実施市町村の回収量増加等 リサイクル未実施市町村の取組促進

③ 近隣に認定事業者がいないと認識してリサ

イクルを実施困難としている市町村あり

④ 人口密度が低い都道府県では、認定事業者

の引受場所が近隣にないことなどに起因する

高額な運搬費がリサイクル実施のあい路

個人情報保護対策の適切な実施

⑤ 使用済小型家電の排出時にお

ける個人情報の削除に関する周

知や保管場所における施錠等の

対策が実施されていない例あり

① 効果的な回収方法であるピックアップ回

収等を新たな費用をかけずに実施している

市町村の取組等を情報提供すること

（環境省）

② 品目別の売却単価の設定により、売却単

価を向上させている市町村の取組等を情報

提供すること （環境省）

③ リサイクルを実施している市町村の使用済

小型家電の売却先等を情報提供すること

（環境省）

④ 運搬費の低減のための取組（効率的な運搬

方法の普及や必要に応じた認定要件の見直し

など）を実施すること

（環境省、経済産業省）

⑤ 市町村に対し、消費者への個

人情報の削除に関する周知及び

保管場所等における対策の実施

を徹底するよう促すこと

（環境省）
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調
査
結
果
の
概
況

● 人口規模により一人当たり回収量に差がある
(政令指定都市:0.08kg、人口5万人未満:0.92kg（平成27年度）)

⑴ 市町村の人口規模別の一人当たり回収量の状況

● 上位10市町村はステーション回収（40％）、ピックアップ回収（70％）の実
施率が高いが、下位10市町村ではこれらの回収方法の実施率は低い
（平成27年度）

⑵ 一人当たり回収量上位･下位10市町村の回収方法

● 取引全体で損失が生じている市町村は15.3％（平成27年度）

⑶ 取引全体損益の発生状況
● 当該都道府県を収集区域とする認定事業者が少ない都道府県の状況
をみると、人口密度が低くリサイクル実施率も低調

⑷ 都道府県の認定事業者数別のリサイクル実施率等

（注） 取引全体損益とは、市町村が回収した使用済小型家電の売却額（売
却単価に引渡量を乗じた金額）のほか、再資源化事業者の搬入処理施
設までの運搬費及び処理委託費の負担額も含めた売却契約の全体とし
て生じる利益又は損失のこと。
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（注）1 平成28年度の市町村実態調査結果（環境省）を基に作成
2 本表では、区域の基準として、小型家電リサイクル法施行規則第5条第1号又
は第2号 により特別に措置される北海道及び沖縄県を除いた。

排出

消
費
者

市町村 ※制度の中心 認定事業者以外の再資源化事業者

認定事業者

都道府県

情報提供等

環境省

実態把握・情報提供等

地方環境事務所・経済産業局

回収

売却

中間処理 循
環
利
用

立入検査等

適正処理の確認

(ボックス回収) (ステーション回収) (ピックアップ回収)

金属製錬

小型家電リサイクルの流れ

集積所



１ リサイクル実施市町村の回収量増加等

調 査 結 果 勧 告
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①一人当たり回収量が少ない市町村では、費用負担増が見込まれること
等を理由として、回収量が多いピックアップ回収等の実施が低調

・一人当たり回収量下位10市町村では、回収量が多いステーション回収(０%）や ピックアップ回収(20%)

の実施が低調 （回収量が少ないボックス回収（100％）が中心）

・ステーション回収やピックアップ回収を実施困難とする理由は、ⅰ)費用負担が大きい、ⅱ)既存の施設

等では実施困難等

◎一方、従前から実施していた危険物の選別作業等に併せてピックアップ回収を行うことなどにより、新たな

費用をかけずにステーション回収やピックアップ回収を実施している例あり

結果報告書Ｐ15～20、24

 効果的な回収方法であ
るピックアップ回収等
を新たな費用をかけず
に実施している市町村
の取組等の情報を、実
施困難とする理由別に
整理して提供すること

（環境省）

 品目別の売却単価の設
定により、売却単価を
上昇させるなど、採算
性を向上させている市
町村の取組等の情報を
提供すること（環境省）

②使用済小型家電の取引において損失が生じている例があり、採算性の
確保が重要

・使用済小型家電の取引において、損失が生じている例あり（13/85市町村）

・促進型の制度であるﾘｻｲｸﾙの持続的な実施のためには、 採算性の確保が重要

◎一律に設定された売却単価から品目別の売却単価に変更した市町村をみると、一律の売却単価に比べ売

却単価が上昇し、採算性を向上させている例あり

(1kg当たり0円～10円⇒１kg当たり携帯電話:600円、PC等:87円など)

結果報告書Ｐ22～24



2 リサイクル未実施市町村の取組促進

調 査 結 果 勧 告
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③近隣に認定事業者がいないと認識してリサイクルを実施困難としてい

る市町村あり

・リサイクルを実施困難とする理由は、ⅰ) 近隣に認定事業者（国が処理の適正性等を確認した再資源化事業

者）がいないと認識(4/20市町村)、 ⅱ)回収量が少なく費用(運搬費等）が売却益より高くなるおそれ(10/20

市町村)等

◎一方、リサイクルを実施している市町村の中には、ⅰ)について、実施困難としている市町村に隣接する市町

村では、認定事業者に売却している例あり、ⅱ)について、定期的に引き渡すのではなく、運搬車の積載量

の上限等まで貯めた上で効率的に引き渡している例あり

結果報告書Ｐ26～Ｐ28

 市町村の使用済小型家
電の売却先など、リサ
イクル未実施市町村の
実施に向けた検討を促
すための情報を、実施
困難とする理由別に整
理して提供すること

（環境省）

 運搬費の低減のための
取組（効率的な運搬方
法の普及や必要に応じ
た認定要件の見直しな
ど）を実施すること
（環境省、経済産業省）

結果報告書Ｐ28～Ｐ31

④人口密度が低い都道府県では、認定事業者の引受場所が近隣にないこ
となどに起因する高額な運搬費がリサイクル実施のあい路

・回収した使用済小型家電は認定事業者に売却している市町村が多い (90/122市町村)

・認定事業者数が少ない都道府県の状況をみると、人口密度が低くリサイクル実施率も低調

・認定事業者の収集区域内であっても、引受場所が近隣にないことなどから運搬費が高額となるとしてリサイ

クルを未実施(2市町村)

・このうち1市町村は、地元の事業者が3都府県以上での回収ができる体制（※）があるとは認められないこ

となどを理由に、認定事業者になれなかったため、リサイクルの実施を断念

※3以上の隣接する都府県の全域を収集区域とすることが認定要件の一つとされている。



3 個人情報保護対策の適切な実施

調 査 結 果 勧 告

⑤使用済小型家電の排出時における個人情報の削除に関する周知
や保管場所における施錠等の個人情報保護対策が実施されてい
ない例あり

・回収ガイドライン等では、市町村に対し、排出時における消費者に対する

個人情報の削除に関する周知や保管場所における施錠などの個人情報

保護対策の実施が求められているが、

ⅰ 個人情報の削除に関する周知を実施していない(35/121市町村)

ⅱ 保管場所における個人情報保護対策を実施していない(12/121市町村)

・個人情報の削除に関する周知や保管場所における個人情報保護対策の

必要性の認識不足

※一方、ボックス回収を実施する場合、回収物を取り出すためのボックスの

扉の施錠などの個人情報保護対策の実施が求められているが、当該回

収を実施している調査対象市町村(71市町村)全てで実施済み

結果報告書Ｐ38～Ｐ39

 市町村に対し、消費者
への個人情報の削除に
関する周知及び保管場
所等における個人情報
保護対策の実施を徹底
するよう促すこと

（環境省）

・回収ボックスで個人情報の削除
に関する周知を実施している例
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